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万
が
一
、
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
に
遭

っ
た
場
合
は
、
す
ぐ
に
警
察
や
金
融
機
関

に
連
絡
し
、
振
り
込
ん
だ
預
金
口
座
の
利

用
停
止
を
求
め
て
く
だ
さ
い
。

振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
に
遭
わ
れ
た
方

の
た
め
に
、
平
成
　
年
６
月
　
日
か
ら

２０

２１

『
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
』
が
施
行
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
法
律
に
よ
り
、
犯
罪
利
用

口
座
を
凍
結
し
資
金
流
出
を
防
ぐ
こ
と
が

で
き
た
場
合
に
、
そ
の
残
高
を
被
害
に
遭

わ
れ
た
方
に
分
配
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。た

だ
し
、
振
り
込
ん
だ
お
金
が
一
部
引

き
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
被
害
者
の

方
へ
の
分
配
金
は
振
込
額
に
応
じ
て
一
部

減
額
さ
れ
ま
す
。

ま
ず
は
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
に
遭
わ

な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。

特
に
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、

他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら
う
こ

と
は
絶
対
に
で
き
ま
せ
ん
。

も
し
も
不
審
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た

場
合
は
、
落
ち
着
い
て
行
動
す
る
よ
う
に

心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

平成２０年６月２１日、振り込め詐欺などの犯罪に利用された口座に滞留している犯罪被害資金の返還手続
きなどを定めた『犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律』（振り込
め詐欺救済法）が施行されました。
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対象となる犯罪利用口座は、詐欺そのほかの人の
財産を害するいわゆる振り込め詐欺、ヤミ金融など
の犯罪によって、振込先となった預金口座のことで
す。なお、対象となる犯罪利用口座は、預金保険機
構のホームページに順次公告されます。

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金ののののののののののののののののののののの支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支払払払払払払払払払払払払払払払払払払払払払いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続きききききききききききききききききききききにににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい２．被害金の支払い手続きについてててててててててててててててててててててて
被害金の支払い手続きには、少なくとも９０日以上
を要します。
預金保険機構では、犯罪に利用された口座の公告
（６０日以上の公告期間）をホームページに掲載し、
犯罪利用口座について、口座残高に対する口座名義
人の権利を失わせる手続きを行います。
権利が失われた犯罪利用口座については、被害者
に対する被害金支払いの手続きを行うため、被害金
支払いを受け付けする公告（３０日以上の公告期間）
を預金保険機構ホームページに掲載します。
支払い手続きには、所定の申請書、ご本人を確認
できる書類（運転免許証など）、振り込みの事実を
確認する書類が必要になります。

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金ののののののののののののののののののののの支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支払払払払払払払払払払払払払払払払払払払払払額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額にににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい３．被害金の支払額についてててててててててててててててててててててて
振り込みした被害金が振込先の犯罪利用口座に滞

留している場合には、この被害金を被害に遭われた
方にお支払いします。
被害金の一部または全部が既に引き出されている

場合には、犯罪利用口座の残高がお支払いできる金
額の上限になります。
複数の被害者から被害金の支払い申請がある場合

には、犯罪利用口座の残高を被害額に応じてお支払
いすることになります。
なお、犯罪利用口座の残高が１，０００円未満の場合
は、支払い手続きの対象とはなりません。
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被害金支払いの申請窓口は、振込先の金融機関に

なりますので、対象となる犯罪利用口座の公告内容
（預金保険機構の公告関係のホームページに掲載）
をご確認の上、振込先の金融機関にお問い合わせく
ださい。
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預金保険機構のホームページ
http://furikomesagi.dic.go.jp/

被害に遭われた
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金融機構に
申し出

預金保険機構が
犯罪に利用された
口座の公告を

ホームページに掲載

被害に遭われた
方が振り込んで
しまった口座が
ないか確認

預金保険機構が
被害金支払いを
受け付ける公告を
ホームページに掲載

被害に遭われた
方が振込先の
金融機関に
支払いを申請

金融機関が
被害金を支払う

問い合わせ
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